
■提出書類 

■申請方法 

■制度について 

沖縄県高等学校等奨学のための給付金のご案内 

 

 

 意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低

所得世帯を対象に、平成 26年度から「沖縄県高等学校等奨学のための給付金制度」が始まってい

ます。 

 この制度は、返還不要の給付金で、卒業後に返還が必要な奨学金や授業料と相殺される就学支

援金（国が行っている制度）とは別の、県が行っている制度です。 

 

〇支給額（返還の必要はありません） ※国公立高校の場合 

世帯状況 給付額（年額） 

生活保護受給世帯（生業扶助受給世帯） 32,300 円 

非課税世帯 

通信制課程以外の課程に在籍する第 1 子 110,100 円 

通信制課程以外の課程に在籍する第 2 子以降 

 ※ 15 歳以上 23 歳未満の兄弟姉妹がいる場合  
141,700 円 

   

 

 
 

 沖縄県高等学校等奨学のための給付金の支給を受けるためには，在籍する学校（沖縄高専）を

経由して沖縄県に申請書等を提出する必要があります。申請希望者は、下記提出書類を令和３年

８月２７日（金）までに郵送または持参（保護者，学生いずれも可）で沖縄高専学生課学生係に

提出してください。 

【提出先】〒９０５－２１９２ 沖縄県名護市辺野古９０５番地 

     沖縄工業高等専門学校学生課学生係   電話０９８０－５５－４０３２ 

※窓口対応時間 ８時３０分～１７時１５分（平日のみ） 

 

 

 

世帯の状況によって提出書類が異なります。 

○保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯 

 ① 高校生等奨学給付金受給申請書（様式１－１，１－２）※両面印刷 

 ② 課税額が確認できる書類 → 令和 3年度課税証明書 又は マイナンバーカードの写し                     

※マイナンバーカードの写しは「個人番号カード（写）等貼付台紙」に貼り付けて提出 

 ③ マイナンバーカードの写しを郵送で提出する場合  

→ 身分証明書の写し（保護者等 1名分）を「身分証明書貼付台紙」に貼り付けて提出 

 ④ 債権者登録申請書 → 給付金を振り込むための口座を登録する書類です。 

  （申請者と口座名義人が異なる場合は、【依頼書】も併せて提出してください。） 

裏面に続きます 



■今後の予定・留意事項 

 ⑤ 振込先口座の通帳の写し 

   → 銀行名、支店名、フリガナ、口座番号がわかる部分を、鮮明にコピーしてください。 

 

 

 追加書類が必要な場合 

    対象学生に 

１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満（平成１０年７月３日～平成１８年７月２

日生まれ）の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯。 

     →全員の健康保険証の写し（学生本人・兄弟姉妹の全員分）を，健康保険証貼付様式 

に貼り付けて提出（※１） 

※1-1  国保に加入している場合は、親権者確認のため、扶養誓約書(様式６)も追加で提出。 

※1-2  国保の世帯主と申請者が異なる場合は、さらに戸籍謄本も追加で提出してください。 

○生活保護受給世帯 

 ① 高校生等奨学給付金受給申請書（様式１－１，１－２）※両面印刷 

 ② 生活保護法の規定による生業扶助（高等学校就学費）受給証明書 

 ③ 債権者登録申請書 → 給付金を振り込むための口座を登録する書類です。 

  （申請者と口座名義人が異なる場合は、【依頼書】も併せて提出してください。） 

 ④ 振込先口座の通帳の写し 

   → 銀行名、支店名、フリガナ、口座番号がわかる部分を、鮮明にコピーしてください。 

〇家計急変世帯 

  別紙「家計急変世帯への支援について」を参照してください。 

 

 

 

 ①学校を経由し，沖縄県へ申請書を提出。沖縄県で審査を行った後，指定された口座（債権者 

登録申請書に記載された口座）へ沖縄県から直接支払いが行われます。 

 ②給付の回数は，原則として１人の高校生等につき年１回，通算３回が上限です。 

 ③給付金は，年度当初に必要となる経費等を支援することを目的としているため，７月１日現 

在の状況で確認を行い，その後の世帯状況等の変化，学生の休学，退学などの場合にも返還 

等は求めません。（但し，不正受給の場合を除く。） 

 ④今年度、新入生の一部前倒し給付を受給した方が残額を受給するには再度申請が必要です。 



【受給要件】
□ 高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の支給対象である

□ 平成26年４月１日以降に高等学校等に入学している

□ 保護者等の居住地が沖縄県である

□ ７月１日現在、学校に在学している

□ 保護者等全員の道府県民税及び市町村民税所得割が非課税、又は生活保護受給世帯

※ 家計急変世帯に関しては、別紙を参照してください。

【提出書類】

○共通
□ 高校生等奨学のための給付金受給申請書

□ 債権者登録申請書

□ 振込口座の通帳の写し（銀行名、支店名、フリガナ及び口座番号がわかるもの）

※ 申請者以外の口座へ振り込む場合

□ 依頼書

□生活保護受給世帯
□　生活保護法の規定による生業扶助（高等学校等就学費）受給証明書（様式2）

（生活保護証明書で生業扶助を受けているか確認できる場合は、生活保護受給証明書でも可）

□非課税世帯
□ 世帯の課税状況を確認できる書類（課税証明書又は個人番号カード（写）等貼付台紙）

□ 身分証明書貼付台紙（個人番号カード（写）等貼付台紙を郵送で提出する場合のみ）

□家計急変世帯
□ 保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類

離職票、雇用保険受給資格者証等、破産宣告通知書・廃業等届出書のいずれか

□ 家計急変前・家計急変後の収入を証明する書類

（家計急変前）課税証明書

（家計急変後）会社作成の給与明細書、直近の給与明細書、税理士又は公認会計士の作成した書類

□ 保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類

扶養親族の分の健康保険証の写し、扶養親族の記載が省略されていない課税証明書等

＊ 15歳（中学生を除く。）以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合

□ 15歳（中学生を除く。）以上23歳未満の扶養者の健康保険証等の写し（学生本人と兄弟姉妹の全員分）

□　国保に加入している場合は、扶養者確認のため、扶養誓約書（様式６）を追加提出

□　国保の世帯主と申請者が異なる場合は、さらに戸籍謄本を追加提出

□　やむを得ない理由により保険証の写しを提出できない方は、扶養誓約書（様式６）、戸籍謄本を提出

奨学のための給付金に係る提出書類等確認票

上記すべてに該当している場合、給付対象者となります。

※学校へ提出する前に提出書類の確認をお願いいたします。



■制度について 

■支給額 給付額(年額)×(申請のあった月の翌月～翌 3月)/12月 

■提出書類 

家計急変世帯への支援について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（返還の必要はありません）  ※国公立高校の場合 

 

世帯状況 給付額（年額） 

非課税世帯 

通信制課程以外の課程に在籍する第 1子 110,100円 

通信制課程以外の課程に在籍する第 2子以降 

 ※ 15 歳以上 23 歳未満の兄弟姉妹がいる場合  
141,700円 

 

 

 
 
① 高校生等奨学給付金（家計急変）受給申請書（様式１－４，１－５） ※両面印刷 

 

② 債権者登録申請書 

（申請者と口座名義人が異なる場合は、【依頼書】も併せて提出してください。） 

 

③ 振込先口座の通帳の写し 

→銀行名、支店名、フリガナ、口座番号がわかる部分を、鮮明にコピーしてください。 

 

④ 保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類 

  離職票、雇用保険受給資格者証等、破産宣告通知書・廃業等届出書のいずれか 

 

⑤ 家計急変前・家計急変後の収入を証明する書類 

課税証明書の写し（家計急変前） 

会社作成の給与明細、直近の給与明細書、税理士又は公認会計士の作成した 

証明書類（家計急変後） 

 

⑥ 保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類 

扶養親族分の健康保険証の写し、扶養親族の記載が省略されていない課税証明書 

 

裏面に続きます 

令和３年 7月 1日において、次の要件を、すべて満たしている方が支給対象となります。 

（７月以降の家計急変は申請の翌月（申請が月初めの場合申請の月）の１日） 

(1) 保護者等（親権者）の道府県民税及び市町村民税所得額が非課税相当世帯 

(2) 保護者等（親権者）が、沖縄県内に在住している 

(3) 生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学している 

(4) 生徒が、平成 26年 4月 1日以降に、高等学校等に入学している 



■留意事項 

 

 

追加書類が必要な場合 

 

 対象学生に 

  １５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯。 

 

  →全員の健康保険証の写し（学生本人・兄弟姉妹の全員分）を、健康保険証貼付様式に 

  貼り付けて提出（※１） 

 

 ※１－１ 国保に加入している場合は、親権者確認のため、扶養誓約書（様式６）も追加で提出。 

 ※１－２ 国保の世帯主と申請者が異なる場合は、さらに戸籍謄本も追加で提出してください。 

 

 

 

 

 

 ※ 災害などに起因しない離職（定年退職など）は、家計急変の対象となりません。 

 ※ 生活保護の生業扶助の受給者は支給対象にはなりません。７月１日時点で生活保護（生業扶助） 

受給世帯は、生活保護受給世帯での支給となります。 

 ※ 状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。 

 ※ 家計急変については、提出期限（８月２７日（金））に関わらず、令和４年１月２４日（月）まで 

随時提出可能です 


